
相
続
登
記
申
請
が
義
務
化
さ
れ
ま
す

令
和
6
年
（
2
0
2
4
年
）
4
月
1

日
か
ら
相
続
登
記
申
請
が
義
務
化
さ
れ
ま

す
。令

和
6
年
（
2
0
2
4
年
）
4
月
1

日
よ
り
前
に
発
生
し
た
相
続
も
義
務
化
の

対
象
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。詳

し
く
は
法
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
い
た
だ
く
か
、
和
歌
山
地
方
法
務
局
に

お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問

和
歌
山
地
方
法
務
局
登
記
部
門

　

☎
0
7
3
‐
4
2
2
‐
5
1
3
1

有田川町
公式 SNS

有田川町の最新情報や魅力を SNS（ソー
シャル・ネットワーキング・サービス）で
発信しています。

Twitter

有田川町役場
@join_hajimail

Facebook

有田川町役場
@AridagawaTown

Instagram

有田川町
@aridagawa_official

|| 広報ありだがわがアプリで読める！

広報ありだがわと町議会広報かわら版をア
プリ「マチイロ」でご覧いただけます。

App Store または Google Play からインス
トールしてご利用ください。利用料は無料。
発行日にはプッシュ通知でお知らせします。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

申
し
込
み
を
お
忘
れ
な
く

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
を
申
請
す
る
た
め
の

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
し
込
み
期
限

が
2
月
28
日
（
火
）
ま
で
延
長
さ
れ
ま
し

た
。
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申
請
を
お
考
え

の
方
は
忘
れ
ず
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

の
申
し
込
み
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申
請
期
限
は
、
改

め
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
詳
し
く
は
総
務

省
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
特
設
サ
イ
ト
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

問

企
画
調
整
課
（
吉
備
庁
舎
）

総務省
マイナポイント

特設サイト

法務省
相続登記

ホームページ

お知らせお知らせ

転
出
届
が

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
も
可
能
に
！

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
所
有
し
て
い

る
人
は
、2
月
6
日（
月
）か
ら
マ
イ
ナ
ポ
ー

タ
ル
を
通
じ
た
オ
ン
ラ
イ
ン
で
も
転
出
の

届
け
出
が
可
能
に
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は

デ
ジ
タ
ル
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

※
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
通
じ
て
転
出
届
の

提
出
を
し
た
後
は
、
別
途
、
転
入
先
市

区
町
村
の
窓
口
で
転
入
届
な
ど
の
手
続

き
が
必
要
で
す
。

問

住
民
課
（
吉
備
庁
舎
）

デジタル庁
ホームページ

26広報ありだがわ　2023.2


